
 
介 護 保 険 最 新 情 報      

Vol.941 

令和 3年３月 19日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.１）（令和３年３月 19日）」 

の送付について 

 

計 17枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948、3971、3979) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 
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事 務 連 絡 
令和３年３月 19日  

都道府県 
各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 
中 核 市  

厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課   
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和３年３月 19日）」

の送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和３年３月 19 日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

（令和３年３月 19日） 

 

【全サービス共通】 

○ 人員配置基準における両立支援 

問１ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後

休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常

勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有す

る」かについてどのように判断するのか。 

（答） 

・ 介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離

職防止・定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。 

 

＜常勤の計算＞ 

・ 育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護

の短時間勤務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の

短縮等を利用する場合についても、30時間以上の勤務で、常勤扱いとする。 

 

＜常勤換算の計算＞ 

・ 職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間

の短縮等を利用する場合、週 30時間以上の勤務で、常勤換算上も１と扱う。 

※ 平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成 27年４月１日）問２は削除する。 

 

＜同等の資質を有する者の特例＞ 

・ 「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準

ずる休業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の

非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。 

・ なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしてい

た、勤続年数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資

質を満たすことである。 
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介 護 保 険 最 新 情 報      

Vol.952 

令和 3年３月 26日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.３）（令和３年３月 26日）」 

の送付について 

 

計 88枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948、3971、3979) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 
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事 務 連 絡 
令和３年３月 26日  

都道府県 
各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 
中 核 市  

厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課   
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26日）」

の送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26 日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３） 

（令和３年３月 26日） 

 

【全サービス共通】 

問１ 居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が

１名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修

を定期的にしなければならないのか。 

（答） 

・ 虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密

にして、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただき

たい。小規模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあ

ることが考えられることから、積極的に外部機関等を活用されたい。 

 

・ 例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事業

所による合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て

開催することが考えられる。 

 

・ 研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員会と

の合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による

外部講師を活用した合同開催等が考えられる。 

 

○ 指定基準の記録の整備の規定について 

問２ 指定基準の記録の整備の規定における「その完結の日」の解釈が示されたが、指定

権者が独自に規定を定めている場合の取扱い如何。 

（答） 

・ 指定権者においては、原則、今回お示しした解釈に基づいて規定を定めていただきたい。 

 

・ なお、指定権者が独自に規定を定めている場合は、当該規定に従っていれば、指定基準

違反になるものではない。 
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介 護 保 険 最 新 情 報      

Vol.968 

令和 3 年４月 21 日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

老人保健課、 高齢者支援課 、認知症施策 ・地域介護推 進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.７）（令和３年４月 21 日）」 

の送付について 

 

計２枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948、3971、3979) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 

 
PDFsam_qa7 7



 
事 務 連 絡 
令和３年４月 21 日  

都道府県 
各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

中 核 市  
厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課   
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.７）（令和３年４月 21 日）」

の送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.７）（令和３年４月 21 日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

PDFsam_qa7 8



1 

 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.７） 

（令和３年４月 21日） 

 

【全サービス共通】 

○ 運営規程について 

問１ 令和３年度改定において、運営基準等で経過措置期間を定め、介護サービス事業所

等に義務づけられたものがあるが、これらについて運営規程においてはどのように扱

うのか。 

（答） 

・ 介護保険法施行規則に基づき運営規程については、変更がある場合は都道府県知事又は

市町村長に届け出ることとされているが、今般介護サービス事業所等に対し義務づけら

れたもののうち、経過措置が定められているものについては、当該期間においては、都道

府県知事等に届け出ることまで求めるものではないこと。 

 

・ 一方、これらの取組については、経過措置期間であってもより早期に取組を行うことが

望ましいものであることに留意すること。 

 

○ 令和３年９月 30日までの上乗せ分について 

問２ 令和３年９月 30日までの上乗せ分については、どのように算定するのか。 

（答） 

 令和３年９月 30日までの間は、各サービスの月の基本報酬に、0.1％上乗せすることと

しているが、請求に当たっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要であり、

行われない場合返戻となることから、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の

送付について（確定版）」（令和３年３月 31日付厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連

名事務連絡）「Ⅲ－資料３_介護給付費明細書及び給付管理票記載例」の記載方法を参考に

対応されたい。 
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